


























 

8 

第４号様式 

入   札   要   領 

 

第１条 入札希望者は、市有財産売払公示書、市有財産売買契約書（標準契約書）及び本要

領を熟読の上入札してください。 

第２条 現物と公示数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはで

きません。 

第３条 代理人により入札する場合は、入札前に必ず委任状を提出してください。 

第４条 入札は所定の入札書により、封書にして入札日時に提出しなければなりません。 

第５条 入札者は入札前に入札保証金として、入札金額の１００分の５以上（円未満切上）

に相当する金額を納付してください。 

第６条 入札書には、入札者の住所氏名を記入の上、押印するものとし、また金額の記入は

算用数字を使用し、最初の数字の前に「￥」を記入してください。 

第７条 提出済みの入札書は、その事由の如何に拘わらず、引換、変更又は取消を行うこと

はできません。 

第８条 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。 

１ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３及び地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者が入札したもの 

２ 入札参加申込書を提出していないもの 

３ 郵送をもって、入札書を送付してきたもの 

４ 所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札 

５ 入札保証金の納付がないか、入札保証金振込領収証書の提示のない入札 

６ 納付した入札保証金が入札金額の１００分の５に満たない入札 

７ 最低売却価格に達しない入札をしたもの 

８ 同一の物件に対して１人で２通以上の入札をしたもの 

９ 入札書に入札者の住所、氏名の記入及び押印のない入札 

10 代理人による入札において、入札書に代理人の住所、氏名の記入及び押印のない入札 

11 入札書に金額の記載がないか、金額を訂正したもの 

12 横浜市契約規則（昭和３９年３月横浜市規則第５９号）第１９条に該当するもの 

13 その他横浜市が入札書不完全と認めたもの 

第９条 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札場所に出席

しない場合には市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申し立てはで

きません。 

第10条 落札者は、市の最低売却価格以上で最高のものをもって決定します。ただし、落札

者となる同価の入札者が２人以上あるときは直ちにくじによって落札者を決定します。 

この場合入札者がくじを引かないときは、市の指定した者にくじを引かせ落札者を決定

します。この場合、異議の申し立てはできません。 

第11条 非居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号）第６条第１項第

６号に規定する非居住者をいう。）が落札者となった場合で、外国為替令（昭和５５年政令

第２６０号）第１１条第３項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときは、契

約は財務大臣の許可があったときに有効とします。 

第12条 入札保証金は、落札者を除き、銀行振込によりお返しします。落札者の入札保証金

は、第14条に定める売買代金又は契約保証金の納付の際、一部に充当することができます。

なお、落札者が入札保証金の返還を希望する場合は、契約締結後（売買代金又は契約保証

金の納付確認後）にお返しします。 

第13条 落札者が落札決定の日から３０日以内に契約を締結しない場合には、落札者として

の資格が失われ、入札保証金は横浜市に帰属することになります。 

第14条 落札者は、契約締結の際、売払代金の全額を納付するか、契約保証金として契約金

額の１００分の１０以上（円未満切上）に相当する金額を納付してください。 

第15条 落札者は、前条で契約保証金を納付した場合は、契約締結の日から３０日以内に売
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払代金の全額を納付してください。この際、契約保証金を売買代金に充当することができ

ます。落札者が契約保証金の返還を希望する場合は、売買代金の納付確認後にお返ししま

す。 

なお、落札者が契約締結の日から３０日以内に売買代金を納付しない場合には、契約保

証金は横浜市に帰属することになります。 

第16条 本要領に定めのない事項は、地方自治法、横浜市契約規則及び横浜市公有財産規則

（昭和３９年３月横浜市規則第６０号）の定めるところにより処理します。 

＜参考＞ 

地方自治法 

（職員の行為の制限） 

第２３８条の３ 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は

自己の所有物と交換することができない。 

２ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

地方自治法施行令 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係

る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。  

一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して

不正の行為をしたとき。  

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若し

くは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を

妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

横浜市契約規則 

（入札の無効） 

第１９条 市長が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その入札は無効とする。 

(1) 入札参加の資格のない者が入札したとき、又は第 15 条第 7 項に規定する委任状及び書類を提出

しない代理人が入札したとき。 

(2) 入札書(電子入札案件にあっては、第 15 条第 3 項に規定する入札金額その他別に定める事項を記

録した電磁的記録)が所定の日時まで(電子入札案件にあっては、所定の入札期間内)に提出されず、又

は到達しないとき。 

(3) 第 15 条第 5 項の規定により市長が方法を特定した場合に当該特定した方法以外の方法により入

札したとき。 

(4) 入札保証金等の納付を要する入札において、これを納付しないとき。 

(5) 入札事項の表示がないとき、若しくは不明なとき、又は一定の金額をもって価格若しくは価額を

表示しないとき。 

(6) 同一事項に対し 2 通以上の入札をしたとき。 

(7) 他人の代理をかね、または 2 人以上の代理をしたとき。 

(8) 入札書に記名押印のないとき。 

(9) 電子入札案件において第 15 条第 3 項に規定する方法によらないとき。 

(10) 入札に関し不正の行為があったとき。 

(11) その他この規則または市長の定める条件に違反したとき。 
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物　　件　　調　　書

合計（１筆）

横浜市都筑区都筑土木事務所
045-942-0606

約０．８ｋｍ

留
　
意
　
事
　
項

本物件の売払人（連絡先） 横浜市（財政局 取得処分課　０４５－６７１－２２６４）

東京ガス㈱お客様センター
0570-002211

物件の南方

物件の南東方

5,105万円

公　簿　面　積

横浜市都筑区中川三丁目３番１４

２０１．９８㎡

地　　　　番

３番１４

地　目

－宅　地

最低売却価格

私 道 の 負 担 等
に 関 す る 事 項

所 在 地

住 居 表 示 横浜市都筑区中川三丁目３番街区

実　測　面　積

－

　港北ニュータウン街づくり協議地区　　※２

負 担 等 の
有 無

１６５㎡

容 積 率

物件番号　２３５５　

地上配線

可

可

施設の種類

敷地内に配管引込済（25mm VLGP H1年11月設置）

都市ガス 敷地内に配管引込済（25mm低圧）

前面道路にCATV施設敷設あり

供 給 処 理
施 設 の 状 況

約１．０ｋｍ

ｲｯﾂ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱
0120-109199

物件の南東方 約３．０ｋｍ

ＣＡＴＶ

状　　　　況

有

有

有

電　気

下水道 敷地内に汚水・雨水マス設置済（分流）

上水道

事　業　所　等

東京電力㈱神奈川カスタマー
センター（第一）0120-99-5771

横浜市水道局北部第一給水維持課

045-531-4181

なし
負 担 等
の 内 容

-

第１種高度地区

建築基準法第22条区域
（火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要がある区
域）

市街化区域

建 ぺ い 率

外 壁 後 退
距 離

敷 地 面 積
最 低 限 度

公 共 施 設 等

都筑区役所

横浜市立中川西中学校

横浜市立中川西小学校

法
令
に
基
づ
く
制
限

内 訳 、 面 積

４０％

前面道路から
１ｍ

日影規制（建築基準法）
（軒高が７mを超える建築物、又は地上の階数が３以上の建築物/１．５ｍ/３時間/２時間）

宅地造成工事規制区域（宅地造成等規制法）

第１種低層住居専用地域

道 路 と 敷 地 の
関 係

北側で幅員約６ｍの舗装市道に接面

防火指定なし

※１ ２０１．９８㎡

そ の 他 の
制 限

都市計画法
建築基準法

８０％

用 途 地 域

高 度 地 区

防 火 地 域

都 市 計 画 区 域

緑化地域　（都市緑地法）

・本物件は、現況での引渡しとなります。
本物件敷地内外に位置する工作物（擁壁・フェンス等）、供給設備等の補修・移設・撤去・再築造、樹木の剪定等の費用負担、隣接地
権者等との協議については、横浜市は対応いたしません。

※１　本物件は、公簿面積により販売します。(現況測量の結果、境界点間距離及び面積は、土地区画整理換地図及び座標面積成果
表と許容誤差の範囲内にあります。)
※２　本物件は、「港北ニュータウン地区街づくり協議地区」区域内に位置しており、同協定の遵守が義務づけられています（売買契約
書に明記）。同協定により、用途地域による制限の他に建築物の敷地、位置、用途、形態及び建築設備等について基準が定められて
います。建築確認申請を行う前に市（都市整備局地域まちづくり課671-2667）との協議が必要となります。

・本物件は住宅地造成事業（52規1133、許可日Ｓ53.9.30、検査済証交付日Ｈ6.3.31）により造成された宅地で、敷地内は概ね平坦です
が、東側隣接地より低く、南側及び西側隣接地より高くなっています。なお、敷地内の北側、西側及び南側は法面になっています。
・本物件の敷地内に管理フェンスが設置されています。このフェンスは境界を明示したものではありません。境界は現況図等でご確認く
ださい。
・本物件東側隣接地の擁壁の基礎の一部が本物件の敷地内地中に位置しています。この擁壁の水抜き穴が本物件に向けて設置され
ていますが、その排水を処理するU字溝等は設置されておりません。
・本物件の前面道路を隔てて北側にはゴミ集積場が設置されています。移設・撤去等の可否については確認しておりません。
・本物件の北側に、前面道路を隔てて市営地下鉄のトンネル坑口があり、電車の通過音が聞こえます。また、その先には高層住宅があ
ります。
・本物件の周辺環境を現地にて十分に確認してください。なお、周辺の空地を含め、既存の建付地にも建物が建築される場合もあり、
近隣環境が変化する場合があることをご了承ください。

「売払物件について」も必ずご確認ください。
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案 内 図

現 況 図

物件番号２３５５

交 通 機 関 横浜市営地下鉄３号線ブルーライン「中川」駅から北西方約０．７km徒歩約９分
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物　　件　　調　　書

合計（１筆） －２１６．２４㎡

建築基準法第22条区域
（火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要がある区
域）

留
　
意
　
事
　
項

本物件の売払人（連絡先） 横浜市（財政局 取得処分課　０４５－６７１－２２６４）

私 道 の 負 担 等
に 関 す る 事 項

負 担 等 の
有 無

最低売却価格物件番号　２３５６　 3,789万円

公　簿　面　積

横浜市戸塚区南舞岡二丁目２０１８番２７４

地　　　　番 地　目 実　測　面　積

なし

横浜市水道局南部給水維持課
戸塚事務所　045-871-6461供 給 処 理

施 設 の 状 況

所 在 地

住 居 表 示 横浜市戸塚区南舞岡二丁目２３番街区

２１６．２４㎡２０１８番２７４ 宅　地 －

㈱ＪＣＮ横浜
0120-4580-35

敷地内に分流雨水・汚水マス設置済

敷地内に25㎜取出し菅有り

前面道路にCATV施設有り

下水道

都市ガス

地上電線

可

有

可

敷地内に25㎜LP管引込済（S46年設置　鉛管）有

有

ＣＡＴＶ

約０．８ｋｍ物件の南東方

負 担 等
の 内 容

-

物件の北西方

物件の南方 約０．１ｋｍ

約３．６ｋｍ

横浜市戸塚区戸塚土木事務所
045-881-1621

東京ガス㈱お客様センター
0570-002211

南舞岡一丁目・二丁目住宅地区建築協定区域　※２

上水道

１２５㎡ 防火指定なし

電　気

事　業　所　等

東京電力㈱神奈川ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ第二
  0120-99-5775

状　　　　況施設の種類

宅地造成工事規制区域（宅地造成等規制法）

敷 地 面 積
最 低 限 度

日影規制（建築基準法）
（軒高が７mを超える建築物、又は地上の階数が３以上の建築物/１．５ｍ/３時間/２時間）

第１種低層住居専用地域

８０％

市街化区域

建 ぺ い 率

外 壁 後 退
距 離

防 火 地 域

そ の 他 の
制 限

法
令
に
基
づ
く
制
限

西側で幅員約８．５ｍの舗装市道に接面

容 積 率 第１種高度地区

道 路 と 敷 地 の
関 係

用 途 地 域

高 度 地 区

都 市 計 画 区 域

都市計画法
建築基準法

※１

内 訳 、 面 積

４０％

前面道路から
１ｍ

公 共 施 設 等

戸塚区役所

横浜市立日限山中学校

横浜市立南舞岡小学校

緑化地域（都市緑地法）

本物件は、現況での引渡しとなります。
本物件敷地内外に位置する工作物（擁壁・フェンス等）、供給設備等の補修・移設・撤去・再築造、樹木の剪定等の費用負担、隣接地権者等と
の協議については、横浜市は対応いたしません。

※１　本物件は、公簿面積により販売します。(現況測量の結果、境界点間距離及び面積が法務局備え付け地積測量図と許容誤差の範囲内に
あります。)
※２　本物件は、「南舞岡一丁目・二丁目住宅地区建築協定」区域内に位置しており、同協定の遵守が義務づけられています（売買契約書に明
記）。同協定により、用途地域による制限の他に建築物の敷地、位置、用途、形態及び建築設備等について基準が定められています。また、事
前協議要望地区に含まれているため、建築確認申請を行う前に運営委員会に連絡が必要となります。

・本物件は都市計画マスタープラン（舞岡地区まちづくりプラン）区域内にあり、行政と住民によるまちづくりの方針が定められています。
・本物件は住宅地造成事業（事4417、許可日Ｓ45.6.9、検査済証交付日Ｓ47.7.5～Ｓ47.12.27、完了公告日Ｓ50.3.25）により造成された宅地で
す。敷地内は概ね平坦ですが、北側隣接地及び西側前面道路より高く、南側及び東側隣接地より低くなっています。敷地内には擁壁及び階段
が施工されていますが、経年による劣化が見られます。
・本物件の敷地内に管理フェンスが設置されています。このフェンスは境界を明示したものではありません。境界は現況図等でご確認ください。
・本物件敷地内数箇所に切り株があります。また、南側隣接地の庭木の一部が本物件敷地内に位置しています。
・本物件の南側近隣に「横浜市立南舞岡小学校」があります。校内放送、チャイム音、施設の利用・運営等に伴い、やむを得ず発生する騒音が
あります。
・本物件の周辺環境を現地にて十分に確認してください。なお、周辺の空地を含め、既存の建付地にも建物が建設される場合もあり、近隣環境
が変化する場合があることをご了承ください。

「売払物件について」も必ずご確認ください。
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案 内 図

現 況 図

物件番号２３５６

交 通 機 関
横浜市営地下鉄線「舞岡」駅から南方約1.6km徒歩約20分
同駅道岐橋停留所から江ノ電バス京急ニュータウン系統
「西洗」バス停下車徒歩約1分
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物　　件　　調　　書

合計（１筆）

前面市道に配管ナシ（既設の水道管から延長して引き込むことは可能）

可

電　気

横浜ケーブルビジョン（株）
0120-595-775

都市ガス

上水道

ＣＡＴＶ 可

横浜市泉区泉土木事務所
045-801-3131

道 路 と 敷 地 の
関 係

建 ぺ い 率

供 給 処 理
施 設 の 状 況 前面市道に250mmの配管あり（分流）

-

可

状　　　　況 事　業　所　等

負 担 等 の
有 無

なし

公　簿　面　積 実　測　面　積

※１

５０％

－都 市 計 画 区 域 市街化調整区域

本物件の売払人（連絡先） 横浜市（財政局 取得処分課 　０４５－６７１－２２６４）

留
　
意
　
事
　
項

所 在 地

住 居 表 示 －

－内 訳 、 面 積

地　　　　番

８７５番３ 雑種地

１３９㎡ －

830万円

横浜市泉区上飯田町字中島８７５番３

前面市道に配線ナシ（近隣の道路配線からの引き込みは可能）

最低売却価格

防 火 地 域－
敷 地 面 積
最 低 限 度

－

 西側で幅員約４．５ｍの舗装市道に接面

地　目

物件番号　２３５７　

１３９㎡

用 途 地 域

約１．８ｋｍ物件の北東方

東京電力㈱神奈川カスタマーセ
ンター（第二）0120-99-5775

横浜市水道局西部給水維持課
045-363-1541

前面市道に配管ナシ（既設の水道管から延長して引き込むことは可能）

物件の北西方

約０．９ｋｍ

約１．４ｋｍ

物件の北東方

負 担 等
の 内 容

－高 度 地 区８０％容 積 率

防火指定なし

東京ガス㈱お客様センター
0570-002211

外 壁 後 退
距 離

都市計画法
建築基準法

法
令
に
基
づ
く
制
限

 建築基準法第22条区域
（火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要がある区域）

 日影規制（建築基準法）
（軒高が7ｍを超える建築物、又は地上の階数が3以上の建築物／1.5ｍ／3時間／2時間）

その他の
制限

私 道 の 負 担 等
に 関 す る 事 項

可

施設の種類

公 共 施 設 等

泉区役所

横浜市立中和田中学校

横浜市立上飯田小学校

前面市道に配線ナシ（近隣の道路配線からの引き込みは可能）

可

下水道

本物件は現況での引渡しとなります。
本物件敷地内外に位置する工作物（擁壁・フェンス等）、供給設備等の補修・移設・撤去・再築造、樹木の剪定等の費用負担、隣接地権者
等との協議については、横浜市は対応いたしません。

※１　本物件は公簿面積により販売します。（現況測量の結果、境界点間距離及び面積は法務局備え付けの地積測量図と許容誤差の範囲
内にあります。)

・本物件は幅員約４.5ｍの舗装市道にほぼ等高に接面する長方形状の一方路地です。
・本物件内にある簡易な電柱を、隣接する自動車修理工場に一時貸付をしていますが、売買契約時までに契約を解除し撤去いたします。
・本物件は都市計画上の市街化調整区域（市街化を抑制すべき区域）に指定され、原則として住宅等の建築等はできません。市街化調整
区域で特例的に認められる開発行為・建築行為につきましては、横浜市建築局調整区域課にご相談ください。なお、横浜市開発審査会提
案基準14号「市街化調整区域になった時点において、建築行為等の手続がなされていた土地において行う建築行為等の特例措置」、26
号「市街化調整区域になった時点から引き続き宅地である土地において行う建築行為等の特例措置」には該当しておりません。
・本物件の敷地内にブロック塀が設置されています。
・本物件の東側隣接地には、自動車修理工場があり、自動車修理に伴い止むを得ず発生する騒音、臭気等があります。
・本物件の周辺環境を現地にて十分に確認してください。なお、周辺の空地を含め、既存の建付地にも建物が建設される場合もあり、近隣
環境が変化する場合があることをご了承ください。
・土壌汚染対策法に準じて調査を行った結果、規定する特定有害物質による土壌汚染の存在は認められませんでした。土壌汚染の状況資
料として「概況調査報告書」を閲覧に供し説明しますので、財政局取得処分課にお問い合わせください。

「売払物件について」も必ずご確認ください。
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案 内 図

現 況 図

物件番号２３５７

交 通 機 関
相模鉄道いずみ野線「いずみ中央」駅から西方約０.６km（道路距離）徒歩約７分
横浜市営地下鉄「立場」駅から「いずみ中央」駅経由、神奈川中央交通バス立０２系統
「和泉坂上」バス停下車徒歩４分。
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物　　件　　調　　書

合計（１筆）

私 道 の 負 担 等
に 関 す る 事 項

負 担 等 の
有 無

なし

供 給 処 理
施 設 の 状 況

有

ＣＡＴＶ 可

上水道

有

５０％

都市計画法
建築基準法

周知の埋蔵文化財包蔵地域（文化財保護法）　（遺跡番号36）

市街化区域

建 ぺ い 率 容 積 率

そ の 他 の
制 限

防火指定なし

建築基準法第22条区域
（火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要がある区
域）
日影規制（建築基準法）
（軒高が７mを超える建築物、又は地上の階数が３以上の建築物/１．５ｍ/３時間/２時間）

-

道 路 と 敷 地 の
関 係

法
令
に
基
づ
く
制
限

前面道路から
１ｍ

外 壁 後 退
距 離

宅地造成工事規制区域（宅地造成等規制法）

緑化地域（都市緑地法）　　

１２５㎡
敷 地 面 積
最 低 限 度

都 市 計 画 区 域

－

防 火 地 域

高 度 地 区

２０６．３２㎡

第１種低層住居専用地域

８０％

西側で幅員約１２．５mの舗装市道に接面

－

第１種高度地区

用 途 地 域

事　業　所　等

地上電線

横浜市瀬谷区瀬谷土木事務所
045-364-1105

敷地内に配管引込済
横浜市水道局西部給水維持課
045-363-1541

東京電力㈱神奈川ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ第一
0120-99-5771

負 担 等
の 内 容

3,564万円

公　簿　面　積

横浜市瀬谷区阿久和東二丁目７番１５

最低売却価格

実　測　面　積

物件番号　２３５８　

所 在 地

住 居 表 示 －

東京ガス㈱お客様センター
0570-002211

施設の種類

西側前面道路配管（低圧50mm管）

敷地内に雨水・汚水マス設置済下水道

状　　　　況

可都市ガス

電　気 可

地　目

内 訳 、 面 積

地　　　　番

２０６．３２㎡宅　地７番１５

※１

約１．０ｋｍ公 共 施 設 等

瀬谷区役所

横浜市立原小学校

横浜市立原中学校

約１．６ｋｍ

㈱シティテレコムかながわ
0120-281641

前面道路にCATV施設敷設あり

本物件の売払人（連絡先） 横浜市（財政局 取得処分課　０４５－６７１－２２６４)

留
　
意
　
事
　
項

約０．６ｋｍ物件の西方

物件の北方

物件の南西方

本物件は、現状での引渡しとなります。
本物件敷地内外に位置する工作物（擁壁・フェンス等）、供給設備等の補修・移設・撤去・再築造、樹木の剪定等の費用負担、隣接地権
者等との協議については、横浜市は対応いたしません。

※１　本物件は公簿面積により販売します。（現況測量の結果、境界点間距離及び面積が法務局備え付け地積測量図と許容誤差の範
囲内にあります。)

・本物件は幅員12.5ｍの舗装市道に接面する一方路地です。地盤面は北側隣接地より低く、東側及び南東側隣接地より高くなっていま
す。また、敷地内東側が法面(下法)になっており、東側・南東側隣接地に土が流出しやすい構造になっておりますのでご留意ください。
・本物件の敷地内に擁壁が設置されています。この擁壁は周辺一帯の開発行為等(許可番号：第48開1404号、第48規1405号、許可年
月日：昭和48年12月27日、検査済証交付年月日：昭和49年3月13日、完了公告年月日：昭和52年8月5日)により築造されたものですが、
経年による劣化のため、この一部にクラックが生じるなど老朽化が見られます。
・本物件の東側に設置された擁壁の下に、南東側隣接地の植木鉢、東側隣接地のフェンスの基礎及び木製門柱の一部等が位置し、ま
た、北側隣接地のプランター及び植栽が敷地内に位置しています。これらの剪定・移設等にあたっては隣接地権者と協議してください。
・本物件の西側に隣接して瀬谷柏尾道路（県道401号線）が通っていますが、本物件はその歩道部分に接しており、歩道には植栽帯が
あります。植栽帯については、自費負担において移植という形であれば対応可能であることを道路管理者(瀬谷土木事務所)から確認し
ておりますが、植栽帯の移設・撤去等については、道路管理者の許可が必要です。
・本物件の北西側近隣に「阿久和向原第２公園」が、北東側近隣に阿久和消防出張所があります。緊急車両の出動に伴い発生するサイ
レン音等があります。

「売払物件について」も必ずご確認ください。
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物件番号　２３５８　

案 内 図

現 況 図

交 通 機 関
相模鉄道線「希望ヶ丘」駅から南西方約１．７km徒歩約２１分
相模鉄道線「三ツ境」駅から神奈川中央交通バス戸１７・１９系統「谷戸阿久
和」バス停下車徒歩約１分

７－１５

0.861.41

1
4
.7
2

4.67
4.85

4.36
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物　　件　　調　　書

－

合計（１筆）

物件の南方 約１．１ｋｍ

㈱ジェイコム関東　横浜テレビ局
0120-999-000

約３．５ｋｍ

南東道路配管（汚水250mm・雨水650mm）

北東側道路配管（150mm 中圧）、南東側道路当該
土地の約12m手前まで低圧100mm配管

隣接地まで幹線敷設済み

約１．６ｋｍ

東京ガス㈱お客様センター
0570-002211

公 共 施 設 等

中区役所

横浜市立大鳥小学校

横浜市立大鳥中学校

533.17５３３．１７㎡

横浜市中区中土木事務所
045-641-7681

横浜市水道局中部第一給水維持課
045-252-9001

事　業　所　等

負 担 等
の 内 容

駐車場条例の設置義務区域（周辺地区又は自動車ふくそう地区）

建 ぺ い 率

防 火 地 域

６０％

外 壁 後 退
距 離

高 度 地 区

－

建築基準法第22条区域
（火災による類焼の防止を図る目的から、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要がある区域）

日影規制（建築基準法）
（高さが10mを超える建築物/4.0ｍ/５時間/３時間）

ＣＡＴＶ

物件の北西方

供 給 処 理
施 設 の 状 況

電　気

敷地内に配管（20mm）上水道

有下水道

有都市ガス

本物件の売払人（連絡先） 横浜市（港湾局 港湾経営課 ０４５－６７１－７２６１）

私 道 の 負 担 等
に 関 す る 事 項

負 担 等 の
有 無

なし

可

可

留
　
意
　
事
　
項

物件の西方

最低売却価格

５３３．１７㎡

地　　　　番

２番７

7,358万円

実　測　面　積

533.17

横浜市中区本牧十二天２番７

物件番号　２３５９　

内 訳 、 面 積

住 居 表 示

公　簿　面　積

そ の 他 の
制 限

地上電線可

施設の種類 状　　　　況

東京電力㈱神奈川カスタマー
センター（第一）0120-99-5771

-

道 路 と 敷 地 の
関 係

所 在 地

地　目

容 積 率 第５種高度地区

宅　地

準工業地域都 市 計 画 区 域

２００％

都市計画法
建築基準法

※１

法
令
に
基
づ
く
制
限

敷 地 面 積
最 低 限 度

北東側で幅員約２５ｍの舗装市道に、南東側で幅員約４０ｍの舗装市道（中央分離帯有
り）に接面

工業集積地域（9,000㎡以上の土地取引契約６カ月前までの届出対象地域）

準防火地域

用 途 地 域市街化区域

－

本物件は現況での引渡しとなります。現況については、現地をご確認ください。
本物件敷地内外に位置する工作物（擁壁・フェンス等）、供給設備等の補修・移設・撤去・再築造、樹木の剪定等の費用負担、隣接地権者等との
協議については、横浜市は対応いたしません。
・本物件は幅員約２５ｍの舗装市道及び幅員約４０ｍの舗装市道にほぼ等高に接面する不整形地です。敷地内は概ね平坦で、錦町交差点に面し
ている角地です。。

・本物件の南東側に、市道に架かる高架歩道橋の昇降部分が設置されています。
・本物件には現況図がありませんので、構造物及び工作物等の位置・状況については、現地をご確認ください。
・本物件の敷地内に管理フェンスが設置されています。このフェンスは境界を明示したものではありません。境界は形状図等でご確認ください。
・本物件の敷地内に樹木が数本あります。
・周辺環境を現地にて十分に確認してください。
・土壌汚染に関する調査を行った結果、土壌汚染は確認されておりません。また地盤に関する調査は行っておりません。

「売払物件について」も必ずご確認ください。
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案 内 図

形 状 図

物件番号2359

交 通 機 関
JR京浜東北根岸線「山手」駅から東方約２．８ｋｍ　徒歩約３５分
横浜駅前から横浜市営バス２６系統、JR京浜東北線「根岸」駅から横浜市営バス
５４、９７系統、「本牧ふ頭入口」バス停下車徒歩約３分

現　地

※本物件には現況図がありませんので、構造物及び工作物等の状況については、現地をご確認ください。
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物　　件　　調　　書

道 路 と 敷 地 の
関 係

南東側で幅員約１１ｍの舗装市道に接面

用 途 地 域

４０％

そ の 他 の
制 限

法
令
に
基
づ
く
制
限 緑化地域（都市緑地法）

都市計画法
建築基準法

公 共 施 設 等

港南区役所

横浜市立港南中学校

横浜市立吉原小学校

第１種低層住居専用地域

横浜市水道局南部給水維持課
戸塚事務所　045-871-6461

２０７．６３㎡

２０７．６３㎡

第１種高度地区

事　業　所　等

可

８０％

防 火 地 域

高 度 地 区

市街化区域

建 ぺ い 率

外 壁 後 退
距 離

容 積 率

都 市 計 画 区 域

敷 地 面 積
最 低 限 度

前面道路から
１ｍ

約１．７ｋｍ物件の北東方

負 担 等
の 内 容

-

物件の北東方

東京ガス㈱お客様センター
0570-002211

物件の北方

東京電力㈱神奈川ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
（第一）0120-99-5771

南東側道路配管（300mm管,250mm管）

約０．９ｋｍ

私 道 の 負 担 等
に 関 す る 事 項

負 担 等 の
有 無

なし

供 給 処 理
施 設 の 状 況

ＣＡＴＶ

状　　　　況

地上配線

可

可

施設の種類

約１．７ｋｍ

横浜市港南区港南土木事務所
045-843-3711可

可

ＪＣＮよこはま
0120-4580-35

南東側道路配管
（分流汚水管250mm管　分流雨水管900mm管）

南東側道路配管（低圧150mm管）

詳細についてはお問い合わせください。

都市ガス

上水道

１２５㎡

日影規制（建築基準法）
（軒高が７mを超える建築物又は地上の階数が３以上の建築物/１.５ｍ/３時間/２時間）

宅地造成工事規制区域(宅地造成等規制法)　※1

下水道

建築基準法第22条による区域

防火指定なし

電　気

2,720万円

公　簿　面　積

横浜市港南区日野六丁目９０１番８

最低売却価格

地　　　　番 地　目

物件番号　２３６０　

所 在 地

住 居 表 示 横浜市港南区日野六丁目１街区

実　測　面　積

内 訳 、 面 積 ９０１番８

合計（１筆）

水道用地 ２０７㎡

留
　
意
　
事
　
項

本物件の売払人（連絡先） 横浜市（水道局資産活用課　０４５－６７１－３０８３）

※1　宅地造成等規制法に定める宅地造成工事規制区域内に位置するため、切土・盛土等の宅地造成行為に当たっては、横浜市長の許
可が必要です。
・本物件は、ポンプ場施設の跡地で、施設を撤去し、砕石により整地をしていますが、12本の基礎杭については、地表面から2.5ｍまでを撤
去し、残りは存置してあります。
・本物件は、南東側道路より約0m～約0.4m高くなっています。
・本物件内の南西側に高さ約0.8ｍ～約１ｍ、北西側に高さ約0.9ｍ～約１ｍの擁壁及び北東側に約0.4ｍ～約2.1ｍの下法があります。
・本物件内の南西側及び北西側の擁壁及び擁壁上部の土地面積は全体の約３割になります。
・本物件内の擁壁にはひび・破損等がありますが、補修・撤去等は行いません。また、これらにかかる費用負担について横浜市水道局では
対応しません。
・本物件は、敷地内及び周囲にフェンスが設置されており、フェンスの一部に破損等が確認されていますが、補修・撤去及び再設置等は行
いません。また、これらにかかる費用負担について横浜市水道局では対応しません。
・本物件内の東側に下水道の排水マス２個及び南西側擁壁上部に下水道の排水マス３個が設置されていますが、補修・撤去等は行いませ
ん。また、これらにかかる費用負担について横浜市水道局では対応しません。なお、下水本管との接続については確認していません。
・本物件の西側隣接地に扉の一部が敷地内に越境していますが、移設等については隣接地権者との協議が必要です。なお、この協議及び
移設等にかかる費用負担について横浜市水道局では対応しません。
・本物件南東側道路に電柱が1本設置されており、電線が本物件の敷地上空を越境しています。移設等については電力会社等と協議が必
要です。また、移設・撤去及びその費用負担、協議等について横浜市水道局では対応しません。
・本物件の北側隣接地の高圧線の一部が本物件の敷地上空を越境しています。移設等には隣接地権者等と協議が必要です。また、移設・
撤去及びその費用負担、協議等について横浜市水道局では対応しません。
・本物件の北側に電気機械器具製造工場があります。
・本物件の西側に畑があります。
・本物件は、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っていません。

「売払物件について」も
併せて必ずご確認ください。
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※一部現況と差異がありますので、現地を御確認ください。

案 内 図

現 況 図

物件番号2360

交 通 機 関
横浜市営地下鉄ブルーライン「港南中央」駅から南西方約１．７km徒歩約２１分
京浜急行線「上大岡」駅から横浜市営バス５１・５２系統、「日野橋」バス停下車徒
歩約３分
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一般競争入札参加申込書 

 

平成  年  月  日 

横浜市 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏崎 誠 

住所 
 

フリガナ  

氏名 
 

                                                            実印 

申

 

込

 

者 
電話   （     ）    －    

住所 
 

フリガナ    

氏名 
 

                                                            実印 

代

 

理

 

人 
電話   （     ）    －    

次の市有財産（土地）売払における一般競争入札に参加したいので、本募集要領を了承のうえ、

申し込みます。なお、当該物件については現地の確認をし、さらに次の事項については事実と相

違ないことを誓約します。 

 (1)地方自治法施行令第167条の４の規定に該当するものではないこと。 

 (2)地方自治法第238条の３の規定に定められた公有財産に関する従事する者でないこと。 

 

入札参加物件 

物件番号 所     在     地 地積（㎡） 

   

切 

 

 

 

 

 

 

り 

 

 

 

 

 

 

取 

 

 

 

 

 

 

り 

 

 

 

 

 

 

線 

 

注)１ 複数の物件を申し込む場合は､この頁をコピーして、物件ごとに申し込んでください。 

  ２ 代理人により申し込む場合は、必ず委任状(次頁のもの)を添付してください。 

  ３ 落札となった場合は、入札保証金は契約保証金又は売買代金に充当します。 

    また、契約保証金払のときは、契約保証金を売買代金に充当します。 

  

添付書類 

１ 個人の場合 住民票及び印鑑証明書（発行後３箇月以内のもの） 

２  法人の場合  資格証明書及び印鑑証明書（発行後３箇月以内のもの） 

受 付 印 
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切 

 

 

 

 

 

り 

 

 

 

 

 

取 

 

 

 

 

 

り 

 

 

 

 

 

線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  任  状 

 

 

代 理 人  住 所 

 

氏 名                            実印 

 

 

私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

記 

 

次の横浜市有財産等の売払における一般競争入札参加及び契約説明会に 

関する一切の権限 

 

物 件 番 号   ：        

 

物件所在地   ：                         

 

区     分   ： 土   地 

 

数      量   ：           ．  ㎡ 

 

 

平成  年  月  日 

 

委 任 者 

住 所 

 

氏 名                                  実印 

 

添付書類 

個人の場合：印鑑証明書（発行後３箇月以内のもの） 

法人の場合：資格証明書及び印鑑証明書（発行後３箇月以内のもの） 

 

注） １ 委任者及び代理人双方の印鑑証明書等を添付してください。 

２ 実印を押印してください。 
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市有財産売買契約書（標準契約書） 

〔一括払〕 

 

売払人横浜市（以下「甲」という。）と買受人 【落札者】 

（以下「乙」という｡）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。 

（売買代金）           

第３条 売買代金は、金 【落札金額】 円とする。 

２ 前項の売買代金のうち、金【入札保証金額】円は入札保証金より充当するものと

する。 

（売買代金の納付） 

第４条 乙は、売買代金のうち入札保証金を除いた金【残 代 金 額】円を、甲の

発行する納入通知書により本契約締結と同日かつ契約締結前までに納付しなけれ

ばならない。 

（所有権移転請求書等） 

第５条 乙は、売買代金の納付後速やかに登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現

金領収証書を甲に提出しなければならない。 

（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡した

ものとし、乙は売買物件の受領証を甲に提出する。 

（かし担保） 

第８条 乙は、この契約締結後に、売買物件に数量の不足その他かくれたかしがある

ことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をする

ことができないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）

第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては、第７条に定める引き渡しの
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日から２年間は、この限りではない。 

（特約） 

第９条 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗

営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供して

はならない。 

 ２ 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を反社会的団体及びそれらの構成

員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。 

（実地調査等） 

第１０条 甲は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙に対してその

業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告又は

資料の提出を求めることができる。 

  （違約金） 

第１１条 乙は、第９条に定める義務に違反したときは、金【売買代金の３割】円を、

違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、前条に定める甲の実地調査等を理由無く拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告を怠ったときは､金【売買代金の１割】円を､違約金として甲に支払わなければな

らない。 

３ 前２項の違約金は、第１５条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除するこ

とができる。 

（返還金等） 

第１３条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返

還する。 

２ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還し

ない。  

３ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買

物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第１４条 乙は、甲が第１２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する

期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買
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物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還できる。 

２ 乙は前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支払わ

なければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合

には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する

期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１５条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害の賠償を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第１６条 甲は、第１３条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙

が第１１条に定める違約金又は第１４条第２項若しくは前条に定める損害賠償金

を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１７条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とす

る。 

 （相隣関係等への配慮） 

第１８条 乙は、売買物件の引き渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛

争が生じないよう留意するものとする。 

（疑義の決定） 

第１９条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２０条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うもの

とする。 

 

 

 本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して

各自その１通を保有する。 
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平成  年  月  日 

 

売 払 人（甲）横浜市中区港町１丁目１番地 

横 浜 市 

契約事務受任者 

横浜市財政局長  柏 崎  誠 

 

買 受 人（乙） 
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物 件 明 細 書 

 

財 産 の 区 分 土  地 

地積（㎡） 
財 産 の 所 在 地 目 

公 簿 実 測 

   

   

   

   

   

   

合  計 （ 筆） －  

売 買 代 金 円 
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市有財産売買契約書（標準契約書） 

〔戸建住宅用地指定・一括払〕 

 

売払人横浜市（以下「甲」という。）と買受人 【落札者】 

（以下「乙」という｡）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。 

（売買代金）           

第３条 売買代金は、金 【落札金額】 円とする。 

２ 前項の売買代金のうち、金【入札保証金額】円は入札保証金より充当するものと

する。 

（売買代金の納付） 

第４条 乙は、売買代金のうち入札保証金を除いた金【残 代 金 額】円を、甲の

発行する納入通知書により本契約締結と同日かつ契約締結前までに納付しなけれ

ばならない。 

（所有権移転請求書等） 

第５条 乙は、売買代金の納付後速やかに登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現

金領収証書を甲に提出しなければならない。 

（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡した

ものとし、乙は売買物件の受領証を甲に提出する。 

（かし担保） 

第８条 乙は、この契約締結後に、売買物件に数量の不足その他かくれたかしがある

ことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をする

ことができないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）

第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては、第７条に定める引き渡しの
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日から２年間は、この限りではない。 

（特約） 

第９条 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗

営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供して

はならない。 

 ２ 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を反社会的団体及びそれらの構成

員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。 

（用途指定） 

第10条 乙は、売買物件を所有権移転の日（以下「指定期日」という。）から５年間 

（以下「指定期間」という。）戸建住宅の敷地に供するものとし、その他の用に供 

してはならない。 

（建築工事） 

第11条 乙は、売買物件において、所有権移転の日から５年以内（以下「完了期限」 

という。）に住宅の建築工事を完了しなければならない。 

（買戻しの特約） 

第12条 甲は、乙が指定期日から起算して５年を経過する日までに、第10条から第11 

条の各条項に定める義務に違反した場合、既納の売買代金を乙に返還して、売買物 

件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物 

件に投じた必要費、有益費等乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。 

 ２ 前項の規定による買戻しの場合、甲の返還する売買代金には利息を付さない。 

 ３ 第１項の規定による買戻しの期間は、指定期日から10年とする。 

 （買戻しの登記及び抹消） 

第13条 買戻特約の登記及び買戻しの手続きは、すべて甲の指示によって行うものと 

し、その登記に要する費用は乙の負担とする。 

 ２ 甲は、第10条の指定期間が満了した場合において、乙が第10条から第11条の各 

条項に定める義務に違反する事実がないものと認めたときは、買戻しの特約を解除 

するものとする。ただし、甲は、乙が売買物件の所有権を売買等により第三者へ移 

転するため、第10条から第11条の各条項に定める義務に違反しないことを、詳細な 

理由を付した願書を提出し、甲がその事実を確認できた場合には、指定期間満了前 

であっても、買戻しの特約を解除することができるものとする。 

 ３ 前項により買戻しの特約を解除する場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消 

登記を嘱託するものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。 
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（実地調査等） 

第 14 条 甲は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙に対してその

業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告又は

資料の提出を求めることができる。 

  （違約金） 

第 15 条 乙は、第９条に定める義務に違反したときは、金【売買代金の３割】円を、

違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、前条に定める甲の実地調査等を理由無く拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告を怠ったときは､金【売買代金の１割】円を､違約金として甲に支払わなければな

らない。 

３ 乙は、甲が第 12 条に定めるところにより買戻権を行使するときは、金【売買代

金の１割】円を違約金として甲に支払わなければならない。 

４ 前３項の違約金は、第 19 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除するこ

とができる。 

（返還金等） 

第 17 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返

還する。ただし、この返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還し

ない。  

３ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買

物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第 18 条 乙は、甲が第 12 条第１項に定めるところにより買戻権を行使したとき、又

は第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物

件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復

させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還できる。 

２ 乙は前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支払わ

なければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合
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には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する

期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害の賠償を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第 20 条 甲は、第 17 条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が

第15条に定める違約金又は第18条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に

支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 21 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とす

る。 

 （相隣関係等への配慮） 

第 22 条 乙は、売買物件の引き渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛

争が生じないよう留意するものとする。 

（疑義の決定） 

第 23 条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第 24 条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うもの

とする。 

 

 本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して

各自その１通を保有する。 
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平成  年  月  日 

 

売 払 人（甲）横浜市中区港町１丁目１番地 

横 浜 市 

契約事務受任者 

横浜市財政局長  柏 崎  誠 

 

買 受 人（乙） 
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物 件 明 細 書 

 

財 産 の 区 分 土  地 

地積（㎡） 
財 産 の 所 在 地 目 

公 簿 実 測 

   

   

   

   

   

   

合  計 （ 筆） －  

売 買 代 金 円 
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市有財産売買契約書（標準契約書） 

〔契約保証金払〕 

 

売払人横浜市（以下「甲」という。）と買受人 【落札者】 

（以下「乙」という｡）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。 

（売買代金）           

第３条 売買代金は、金 【落札金額】 円とする。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結と同日かつ契約締結前までに、契約保証金として金 【契

約保証金額】 円を甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金のうち、金【入札保証金額】円は入札保証金より充当するもの

とする。 

３ 第１項の契約保証金は、第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しない。 

４ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

５ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を

売買代金に充当するものとする。 

６ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金

を甲に帰属させることができる。 

（売買代金の納付） 

第５条 乙は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた 

金【残 代 金 額】円を、甲の発行する納入通知書により平成  年  月  日

までに納付しなければならない。 

（所有権移転請求書等） 

第６条 乙は、売買代金の納付後速やかに登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現

金領収証書を甲に提出しなければならない。 
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（所有権の移転） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡した 

ものとし、乙は売買物件の受領証を甲に提出する。 

 （かし担保） 

第９条 乙は、この契約締結後に、売買物件に数量の不足その他かくれたかしがある

ことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をする

ことができないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）

第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては、第８条に定める引き渡しの

日から２年間は、この限りではない。 

（特約） 

第１０条 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し

てはならない。 

 ２ 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を反社会的団体及びそれらの構成

員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙に対してその

業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告又は

資料の提出を求めることができる。 

（違約金） 

第１２条 乙は、第１０条に定める義務に違反したときは、金【売買代金の３割】円

を、違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、前条に定める甲の実態調査等を理由無く拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告を怠ったときは、金【売買代金の１割】円を、違約金として甲に支払わなければ

ならない。 

３ 前２項の違約金は、第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除するこ

とができる。 
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（返還金等） 

第１４条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返

還する。 

２ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還し

ない。  

３ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買

物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第１５条 乙は、甲が第１３条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する

期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買

物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還できる。 

２ 乙は前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支払わ

なければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合

には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する

期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１６条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害の賠償を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１４条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙

が第１２条に定める違約金又は第１５条第２項若しくは前条に定める損害賠償金

を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１８条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とす

る。 

 （相隣関係等への配慮） 

第１９条 乙は、売買物件の引き渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛

争が生じないよう留意するものとする。 

（疑義の決定） 

第２０条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 
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（裁判管轄） 

第２１条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うもの

とする。 

 

 

 本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して

各自その１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

売 払 人（甲）横浜市中区港町１丁目１番地 

横 浜 市 

契約事務受任者 

横浜市財政局長  柏 崎  誠 

 

買 受 人（乙） 
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物 件 明 細 書 

 

財 産 の 区 分 土  地 

地積（㎡） 
財 産 の 所 在 地 目 

公 簿 実 測 

   

   

   

   

   

   

合  計 （ 筆） －  

売 買 代 金 円 
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市有財産売買契約書（標準契約書） 

〔戸建住宅用地指定・契約保証金払〕 

 

売払人横浜市（以下「甲」という。）と買受人 【落札者】 

（以下「乙」という｡）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。 

（売買代金）           

第３条 売買代金は、金 【落札金額】 円とする。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結と同日かつ契約締結前までに、契約保証金として金 【契

約保証金額】 円を甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金のうち、金【入札保証金額】円は入札保証金より充当するもの

とする。 

３ 第１項の契約保証金は、第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しない。 

４ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

５ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を

売買代金に充当するものとする。 

６ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金

を甲に帰属させることができる。 

（売買代金の納付） 

第５条 乙は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた 

金【残 代 金 額】円を、甲の発行する納入通知書により平成  年  月  日

までに納付しなければならない。 

（所有権移転請求書等） 

第６条 乙は、売買代金の納付後速やかに登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現

金領収証書を甲に提出しなければならない。 
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（所有権の移転） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第８条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡した 

ものとし、乙は売買物件の受領証を甲に提出する。 

 （かし担保） 

第９条 乙は、この契約締結後に、売買物件に数量の不足その他かくれたかしがある

ことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をする

ことができないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）

第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては、第８条に定める引き渡しの

日から２年間は、この限りではない。 

（特約） 

第 10 条 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し

てはならない。 

 ２ 乙は、所有権移転の日から５年間、売買物件を反社会的団体及びそれらの構成

員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。 

 （用途指定） 

第11条 乙は、売買物件を所有権移転の日（以下「指定期日」という。）から５年間 

（以下「指定期間」という。）戸建住宅の敷地に供するものとし、その他の用に供 

してはならない。 

（建築工事） 

第12条 乙は、売買物件において、所有権移転の日から５年以内（以下「完了期限」 

という。）に住宅の建築工事を完了しなければならない。 

（買戻しの特約） 

第13条 甲は、乙が指定期日から起算して５年を経過する日までに、第11条から第12 

条の各条項に定める義務に違反した場合、既納の売買代金を乙に返還して、売買物 

件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物 

件に投じた必要費、有益費等乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。 

 ２ 前項の規定による買戻しの場合、甲の返還する売買代金には利息を付さない。 

 ３ 第１項の規定による買戻しの期間は、指定期日から10年とする。 
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 （買戻しの登記及び抹消） 

第14条 買戻特約の登記及び買戻しの手続きは、すべて甲の指示によって行うものと 

し、その登記に要する費用は乙の負担とする。 

 ２ 甲は、第11条の指定期間が満了した場合において、乙が第11条から第12条の各 

条項に定める義務に違反する事実がないものと認めたときは、買戻しの特約を解除 

するものとする。ただし、甲は、乙が売買物件の所有権を売買等により第三者へ移 

転するため、第11条から第12条の各条項に定める義務に違反しないことを、詳細な 

理由を付した願書を提出し、甲がその事実を確認できた場合には、指定期間満了前 

であっても、買戻しの特約を解除することができるものとする。 

 ３ 前項により買戻しの特約を解除する場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消 

登記を嘱託するものとし、この登記に要する費用は乙の負担とする。 

（実地調査等） 

第 15 条 甲は、本契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙に対してその

業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告又は

資料の提出を求めることができる。 

（違約金） 

第 16 条 乙は、第１０条に定める義務に違反したときは、金【売買代金の３割】円

を、違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、前条に定める甲の実態調査等を理由無く拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告を怠ったときは、金【売買代金の１割】円を、違約金として甲に支払わなければ

ならない。 

３ 乙は、甲が第 13 条に定めるところにより買戻権を行使するときは、金【売買代

金の１割】円を違約金として甲に支払わなければならない。 

４ 前３項の違約金は、第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

い。 

（契約の解除） 

第 17 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除するこ

とができる。 

（返還金等） 

第 18 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返

還する。ただし、この返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還し

ない。  
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３ 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買

物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第 19 条 乙は、甲が第 13 条第１項に定めるところにより買戻権を行使したとき、又

は第 17 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物

件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復

させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還できる。 

２ 乙は前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を甲に支払わ

なければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合

には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する

期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第 20 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、そ

の損害の賠償を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第 21 条 甲は、第 18 条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が

第16条に定める違約金又は第19条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に

支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 22 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とす

る。 

 （相隣関係等への配慮） 

第 23 条 乙は、売買物件の引き渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛

争が生じないよう留意するものとする。 

（疑義の決定） 

第 24 条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第 25 条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うもの

とする。 
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 本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して

各自その１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

売 払 人（甲）横浜市中区港町１丁目１番地 

横 浜 市 

契約事務受任者 

横浜市財政局長  柏 崎  誠 

 

買 受 人（乙） 
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物 件 明 細 書 

 

財 産 の 区 分 土  地 

地積（㎡） 
財 産 の 所 在 地 目 

公 簿 実 測 

   

   

   

   

   

   

合  計 （ 筆） －  

売 買 代 金 円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市財政局管財部取得処分課 

                                  平成２３年９月発行 

                                  〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

                                  電話 045(671)2264 

                                              FAX 045(662)5369 

 
 

 



 

 

【案 内 図】 

 
 

財政局 取得処分課 

（参加申込受付場所） 

     ＪＲ関内駅（南口）からすぐ 

     市営地下鉄関内駅から徒歩２分 

 

横浜市技能文化会館（入札会場） 

     ＪＲ関内駅（南口）から徒歩５分 

    市営地下鉄伊勢佐木長者町駅から徒歩３分 

    横浜市中区万代町２丁目４番地の７ 

    電話 ０４５－６８１－６５５１(代) 

 

【売払人の各担当窓口（問い合わせ先）】 

〒231-0017 横浜市中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局取得処分課 

（横浜市庁舎４階 409号室） 

電話 ０４５－６７１－２２６４ 

 

ヨコハマの土地売ります！～公募販売のホームページアドレス～ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/toti/uriti/ 

                    

  


